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乳児保育における「ゆるやかな担当性」についての提言

Proposal to “a Gentle Responsible System” in the Baby Childcare

（2015年３月31日受理）
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要　　　　　約

　乳児保育における担当制については，その重要性が少しずつ認識されてはいるが，実践し始めた保育所では，さまざ

まな問題に遭遇し，頓挫することもある。そこで，ゆるやかな担当制をはじめから目指して行えば，スムースに乳児の

担当制の保育が実践でき，乳児の最善の利益につながるのではないかと考え提言する。

は　じ　め　に

　わが国の保育所保育における乳児保育では，個々の発

達段階を考慮し，より良い保育方法へと日夜改善が試み

られている。筆者が担当制の乳児保育の指導を実践した

10年間の経験に基づいて,その効果や配慮点などを詳ら

かにし，乳児保育の理想的な方法を「ゆるやかな担当制」

として提言する。

１．乳児保育について

　乳児保育とは，一般的に０歳～２歳までの保育のこと

を言い，保育所保育指針では，「乳児期の中で，生理的，

身体的な諸条件や生育環境の違いにより一人一人の心身

の発達の個人差が大きい時期である」と謳われている。

本来乳児は家庭内で温かい愛情に包まれ，細やかな世話

を受けて過ごすことが一般的とされていたが，近年，家

庭の状況しだいで，つまり「保育に欠ける」ことで，集

団保育である保育所保育に乳児を委ねざるを得ない現実

が増加傾向にあることに鑑み，保育所保育での利点を生

かしながら，一生を通じて「生きる力」の基礎がより良

く培われる保育の方法を常に探求することが乳児保育に

特に重要であると言える。その中でも生きる力を培うた

めに大切にしたいのが，乳児期からの欲求の表現とそれ

を受容されたという充足感を味わうことであると言われ

ている。そしてそれが人への信頼感に繋がるとされ，こ

れをアタッチメントの形成という。アタッチメントと言

う語句を愛着関係と訳す場合があり，これについては，

異論も唱えられているがここではそのことは取り上げず

アタッチメントと愛着という言葉を同等に取り扱う。こ

のアタッチメントの形成という語句は実際には保育所保

育指針に載せられてはいないが，保育所保育所指針の背

景にうかがい知る部分が記されていることを以下に挙げ

る。

おおむね６か月未満の時期は，誕生後，母体内から

外界への急激な変化に適応し，著しい発達が見られ

る。（中略）視覚，聴覚などの感覚の発達はめざま

しく，泣く，笑うなどの表情の変化や体の動き，喃

語などで自分の欲求を表現し，これに応答的に関わ

る特定の大人との間に情緒的な絆が形成される。

山 本 佳 子

Yosiko Yamamoto



178
山　本　佳　子

　この「特定の大人」という語句が今後述べる担当性の

保育へのキーワードとなる。また「情緒的な絆」と標記

されているのが，アタッチメントの形成であると言える。

その他，６か月未満児の身体機能については，生後４か

月までに首がすわり，５か月ぐらいで手の動きが活発に

なり，やがて寝返りや腹ばいなどができるようになる。

またこの時期の視覚・聴覚等の感覚の発達はめざましく，

生後３か月頃には周囲の人を見回したり，音に反応した

りする。そして人の声を聞き分け，対人面の発達を促進

していく。この時期に子どもが示す微笑み・笑い・様々

な泣き方により子どもの心情を汲み取るような大人の反

応が非常に大切になる。そして子どもの不快感や欲求を

感じ取り，ケアしてくれる大人に対して子どもは，人に

対する基本的な信頼感を芽生えさせる。特に身近にいる

大人つまり一般的な家庭では母親やその役割を果たす人

が一番に子どもとの信頼関係を結ぶ。保育所では担任保

育士との間に情緒的な絆が形成され，それが愛着関係つ

まりアタッチメントの形成へと発展していく。

　次におおむね６か月から１歳３か月未満児について保

育所保育指針からその特性について簡単に述べる。

座る，はう，立つ，つたい歩きといった運動機能で

発達すること及び腕や手先を意図的に動かせるよう

になることにより，周囲の人々や物に興味を示し探

索活動が活発になる。特定の大人との応答的な関わ

りにより，情緒的な絆が深まり，あやしてもらうと

喜ぶなどのやり取りが盛んになる一方で，人見知り

をするようになる。また，身近な大人との関係の中

で，自分の意思や欲求を身振りなどで伝えようし，

大人から自分に向けられた気持ちや簡単な言葉がわ

かるようになる。

　この時期は，あくまでも大人との安定した心情の基盤

の上でこそ，発達が保障されるという重要な条件が不可

欠であることを再度記しておく。

　さらに，おおむね１歳３か月から２歳未満について述

べる。

歩き始め，手を使い，言葉を話すようになることに

より，身近な人や身の回りの物に自発的に働きかけ

ていく。（中略）また大人の言うことが分かるよう

になり，自分の意思を親しい大人に伝えたいという

欲求が高まる。

　以上保育所保育指針の本文から誕生から2歳未満まで

のアタッチメント形成に関する部分を抜書きした。この

時期は人の一生の内で最も心身の発育発達の目覚しい時

期であるので，「特定の大人」とのよりよい関わりが非

常に重要であり，丁寧な応答を積み重ねて乳児の欲求を

充足していく保育が必要であると読み取れる。

　また，2014年に告示された幼保連携型認定こども園教

育・保育要領においても第２章第２保育の実施上の配慮

事項１(2)に「園児一人一人の成育歴の違いに留意しつ

つ，欲求を適切に満たし，特定の保育教諭等が応答的に

関わるように努めること」や(5)に「担当の保育教諭等

が替わる場合には，園児のそれまでの経験や発達の過程

に留意し，職員間で協力して対応すること」とあるよう

に担当制についての記述であると解釈できる部分が見ら

れる。

２．アタッチメントの形成
 

　前項で乳児期の特性とアタッチメント形成の必要性及

びその背景を述べ，中でも「特定の大人」の応答的な関

わりが重要であると提言したが，その論拠をここで挙げ

る。

　６か月～１歳３か月の時期に「人見知り」という発達

上の特性が現れる。勿論個人差が大きいので，「人見知り」

が，顕著には見られない場合もあり，また激しい「人見

知り」で周囲の大人を困らせる乳児もある。では，なぜ

「人見知り」が起こるのかと言うと，６か月頃からはっ

きりと人の顔を区別でき，あやしてもらうと喜んだり，

愛情をこめて受容的に関わってくれる大人とのやり取り

を盛んに楽しんだりする中で，その大人への愛着関係が

形成される。愛着関係が深まれば深まるほど，特定の大

人の存在がその乳児にとって必要不可欠になる。従って，

他の人ではないその人を求め，その人以外の関わりは，

その乳児には拒否されるという成り行きで，「人見知り」

が始まり，一定期間を過ぎるまでは，他の人を受け入れ

られなくなる。しかし，この「人見知り」は，乳児の成
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長とともに生活経験が広がり，やがては徐々に解消され

るのが自然の流れではある。つまり「人見知り」は愛着

関係形成のバロメーターの一種とも言える。

　次に愛着関係についてもう少し詳しく述べると，愛着

理論（Attachment theory）は，心理学・進化学・生理

学における概念であり，人と人との親密さを表現しよう

とする愛着行動の理論である。子どもは社会的，精神的

発達を正常に行うために，少なくとも身近な養育者との

親密な関係を維持しなければならず，それが無ければ，

子どもは社会的，心理学的な問題を抱えるようになる。

愛着理論は心理学者であり精神分析学者でもあるジョ

ン・ボウルビィによって確立された。愛着理論では，乳

児がストレスのある状況で対象者への親密さを求めるた

めに行っていると考えられている。つまり，乳児が空腹

であったり，不快であったりしたとき，それを泣き声で

伝え，その声で今乳児が何を欲求しているかを察知し，

それを解決してくれる身近な大人が，大好きになり，や

がてそれは信頼関係へと発展するということである。乳

児は特に生後６か月頃～２歳頃までの期間，継続してそ

の乳児の養育者である「特定の大人」に愛着を示す。そ

してその「特定の大人」を安全基地としてやがて序々に

探索活動ができるようになる。「特定の大人」の反応は，

乳児の愛着行動様式の発展を促す。その後それは内的作

業モデルの形成を促し，個人の感情や，考えや，期待を

作り上げる。また「特定の大人」との離別への不安や，

愛着対象者が去った後の悲しみは，愛着行動を行う乳児

にとっては，正常で適応的な反応であると考えられてい

る。このようにして，乳児が生き延びる確率を高めるた

めに，愛着関係は必然的に生じたと言っても過言ではな

い。したがって，愛着関係を形成した「特定の大人」で

ない大人が接近するのを嫌がる，それがいわゆる「人見

知り」である。

３．「特定の大人」の存在の必要期間

　さて，保育所保育指針解説書には「保育士は成育歴の

違いを踏まえ，一人一人の乳児の現在のありのままの状

態を理解することが大切です。そして，乳児がその声や

しぐさや動きなどを介して発する欲求を察知し，タイミ

ングよく応えていきます。特に乳児の泣き声に対しては，

優しく応え，その心の声を保育士等が言葉で表しながら

関わります。こうした特定の保育士等による丁寧な関わ

りを通して，気持ちの交流が芽生えていきます」さらに

「乳児が成長する上で，最も重要なことは，人として継

続的なかつ応答的な関わりです」とある。つまり，自分

の欲求に応えてくれる人でありなおかつその人に触れら

れて心地よいと感じる関わりの大切さが，安心できる人

との相互的な関わりとなる。やがて結果的に情緒の安定・

心身の健康・言葉の発達促進・信頼関係構築となるので

ある。ところが，この「特定の大人」つまり母親代わり

となる人が保育所保育の現場ではどうであろうか。一般

的には，乳児保育に当たるすべての保育士は心情的には

母親代わりのつもりになって保育しているであろう。し

かし，ひとたび乳児の視座で一般的な乳児保育を観察す

ると，複数担任の保育室内では，次のような保育がなさ

れている。まず，朝一番に満面の笑みを湛えて自分を抱

き上げてくれたＡ保育士は，その後他の乳児も次々に抱

き上げる。次に自分のおむつを代えてくれたのはその時

手の空いたＢ保育士で，ミルクを飲ませてくれたのはＣ

保育士といった状態である。自分の母親が職場へ出勤し

た後の母親代わりは目まぐるしく変わる。これではその

乳児がいったい誰に愛着関係を形成すれば良いのかわか

らないといった状態である。そして保育所に通う乳児に

とって，一日のうちで覚醒しかつ活動する大半の時間が

この状態で良いのかと疑問視されるのは否めない。つま

り，母親以外で次にだれに信頼関係を濃厚に求めるべき

か，乳児自身が当惑するであろう。

　ここでもう少し詳しく愛着形成について述べると，子

どもが最初に愛着を示す対象者は通常は母親であるが，

子どもとの交流を積極的に行える大人なら誰でも良く，

子どもは，自分の欲求を理解しそれを満たしてくれる人

に愛着を示す。愛着行動のシステムは，愛着の対象者に

対する親密さを達成し，それを維持する目的で機能して

いる。前-愛着行動は，生後６か月以内の乳児に見られ

る。最初の時期（生後８週まで）では，乳児は，養育者

の注意を引くために，微笑んだり，声を出したり，泣い

たりする。この時期の乳児は，次第に養育者を区別する

ようになるが，これらの行動は，近くにいる誰に対して

も行われる。第二の時期（生後２か月から６か月まで）

では，乳児はよく知っている人と知らない人を区別する
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ようになり，養育者に対して，より強く反応するように

なる。つまり，後追いをしたり，まとわり付いたりする

行動が見られる。第三の時期（６か月から２歳まで）に

は，明確な愛着行動が発達する。養育者に対する幼児の

行動は，安心を感じられるような状況を達成するための，

組織化された行動になる。１歳の誕生日までには，乳児

は，親密さを維持するために広範囲に愛着行動を示すこ

とが可能になる。養育者が去ってしまうことに抗議し，

養育者が戻ってきたら喜ぶ。何かに驚き恐怖を持つ時は

まとわり付き，可能なら後追いする。移動する能力の発

達につれて，幼児は養育者を，探索のための安全基地と

して使い始める。養育者がそこにいる場合には，幼児の

愛着システムは弛緩して，自由な探索行動を可能にする

ので，幼児は探索行動を熱心に行う。養育者がいない場

合には，愛着行動は，より強く制止される。不安，恐れ，

病気，疲労などがある場合には，子どもの愛着行動は増

強する。生後２年以後，幼児が養育者を独立した人間と

して見なし始めるにつれて，さらに複雑で目的地をめざ

す人間関係が形成される。子どもは，他者の目標や感情

を理解するようになり，それに従って自分の行動を計画

する。例えば，乳児は痛みがある場合，単純に痛いとい

う意味で泣くのであるが，２歳児は養育者がある行動を

するよう求めて泣くのである。そして，効果が無い場合

には，さらに大きな声で泣いたり，叫んだり，追いかけ

たりするのである。つまり，買い物に付いて行った場合

に，お菓子を買って欲しいと言う意味で泣き，買ってく

れるまで大声で泣くといった行動をとると言うことであ

る。

　以上月齢による愛着形成とその推移を述べたが，要す

るに生後６か月から１歳３か月の間は，最も愛着形成に

重要な時期をと言われているため，なるべく乳児に対し

て不特定多数の人が関わるのではなく，母親と第２の母

親がわりと第３の母親がわり程度の人が濃密に関わる体

制作りが考慮されるべきではないかと筆者は提言する。

勿論乳児は無限の順応性や可塑性を持っているので，多

くの刺激を与えれば与えるほど目覚しい発達をとげると

いう考えもあるが，それは遊びの場面で考慮すべきであ

ると筆者は考える。ただし「特定の大人」をあまり限定

しすぎると，不慮のアクシデントが起こった場合に乳児

の心を深く傷つけてしまう恐れが危惧される。従って冒

頭にかかげたように，「ゆるやかな担当制」に保育所の

乳児保育は配慮すべきであると筆者は提言するのであ

る。ではどのように「ゆるやかな担当制」を実践するか

という具体的な道筋について言及していくが，はじめに

従来及び現状の保育所の乳児保育の保育形態について述

べる。

４．保育所の従来の乳児保育の形態

　乳児保育の保育形態については，各保育所でそれぞれ

の特色や，その年度の人員構成によって多少変化を付け

ざるを得ない現状があるが，おおむね０歳児保育と１歳

児保育にわかれ，なお保育室など十分にスペースのある

環境ならば，０歳児を低月齢児と高月齢児に分けるなど

して，なるべく発育発達に応じた小集団で落ち着いた保

育が成されるように工夫されている。しかし，どの場合

でも複数担任が原則である。極端な例を挙げると４月当

初０歳児が１名のみの入園であっても，担任は２名とさ

れる。つまり，担任といえども雑用は必ずあり従って

四六時中乳児から目を離さないで１名の保育するわけに

はいかないからである。家庭においては母親一人が１名

の乳児を育てるということが普通であるが，それと比較

すると矛盾しているかのように思われる。しかしこれが

福祉施設の安全に対する基本的な考え方である。ただし，

現行では４月当初が乳児１名であったとしても，必ず５

月には途中入園児があり，その後も増え続け年度末には

20名あまりになることは，通例のことである。なぜこの

ようなことが起こるかと言うと，誕生月がまちまちであ

るために，入園予定者が次々に入園の対象年齢に達する

からである。さて，乳児保育の園児と担任保育士の問題

は，もっと複雑ではあるが，ここでは上記の複数担任の

保育士で行う乳児保育形態を分かりやすく大きく3種類

に分けて述べる。

　その一つを，「能率型の保育」と名付けよう。この保

育方法は極力保育士の行動を最小限にする乳児保育の方

法で，何人かの乳児のおむつを換える場合Ａ保育士がお

むつ交換台にいて，その他の保育士が乳児を一人ずつ，

Ａ保育士のところへ交代で連れて行くといった保育形態

である。つまり，おむつを替える人はずっと全員のお

むつを替え続けるとうい方式である。少し月齢が大きく
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なっておまるやトイレを使用する場合でも，トイレの入

り口付近に一人の保育士，トイレの中ほどに一人の保育

士がいて，乳児に声をかけながら，必要な援助をしたり，

見守ったりする。保育士自体は定位置におり，子どもを

順送りにするといった方法である。この保育方法は，保

育士は定位置を保つために，保育士の労働力は最小限で

済み，視点が動かないために，乳児をよく観察できると

いう利点はある。しかし一人一人の乳児がどのような排

泄状況であったか，その詳細は，直接身近にいなければ

分からない。従って後で保護者向けの連絡帳に記入する

ときには，その乳児の排泄に関わった人に尋ねなければ

ならない。また，保護者が降園時に排泄について詳しく

尋ねたら，それを知っている保育士を呼び，食事のこと

を尋ねたらまた別の保育士が応えると言った不便さがあ

り，この状態では保護者は日々の保育について浅い信頼

感しかもてない対応となることは否めない。

　次に二つ目の乳児保育方法として，「一括型の保育」

と仮に名付けられる保育は，複数担任の保育士の中で，

一番経験のある保育士が主導権を持ち，「さあトイレに

行きましょう」と乳児全員を促して，その保育士が先頭

を切ってトイレに連れて行き，二番目の保育士が中間の

乳児を少し遅れて誘導し，最後に別の保育士が最後の乳

児を見届けるといった保育であり，これは一昔前の保育

の方法であるといえる。乳児を集団で誘導するために，

途中でころんで怪我をしたり，保育士の見落とした部分

があって，排泄をしないでトイレから出たり，手を洗わ

ない子がいたりなどと言った危険で無理な保育形態であ

る。このような保育は，最近は稀であるが皆無とは言い

切れない。また，経験の浅い保育士はベテラン保育士に

改善を求めるような発言ができず，このような保育形態

や保育方法に数年間で慣れてしまう。つまりもっと改善

すべきであるといった最初の気づきがやがて忘れ去られ

てしまうのであろう。

　最後に，三つ目の乳児保育形態は，担当制をとった保

育形態であるが，次項でこれについて詳しく述べる。

５．担当制の乳児保育

　これは，そもそも前項で述べた愛着形成を意図してい

る保育形態および保育方法で，何よりも乳児一人一人を

第一義に考える保育方法であり，その発祥はハンガリー

の保育に起因しているといえる。この原点についてはこ

こでは省略し，担当制保育の概要のみを言及する。担当

制というのは，特定の保育士が特定の乳児に関わるとい

う保育体制である。具体的に述べると，ここでは，乳児

９名の保育室に保育士が３名といった設定で述べること

にする。Ａ保育士が１・２・３番の乳児の担当とし，Ｂ

保育士が４・５・６番の乳児の担当とし，Ｃ保育士が７・

８・９番の乳児の担当とする。それぞれの乳児の登園時

間が異なるが，最初に登園した乳児が１番目の乳児だと

すると，適切な時間にＡ保育士がおむつを換えたり，空

腹に応じてミルクを与えたりする。このようにＡ保育士

が一対一で１番目の乳児のケアをしているとき，他の保

育士はＡ保育士が担当している他の２・３番目の乳児を

自分の担当の乳児と一緒に見守る。つまり排泄や食事，

睡眠など一日の生活の中で生命の維持に必要な活動内容

の時は，いつもＡ保育士が１・２・３番目の乳児のケア

を一対一でするということである。以下他の乳児にも決

まった保育士がそのように当たるので，乳児と保育士の

関係は深まり愛着形成が出来る。また，保護者は何を尋

ねてもプロの視点での担当保育士からの応えがあり，我

が子の状態が詳しくわかり，保護者との信頼関係が益々

深まる。ただ，この保育形態はその乳児の主な活動のす

べてを一対一で行うために保育士の労働量が大きい。ま

た乳児を一斉に扱わないために，食事の時間が長くか

かったり，なんらかの理由で保育士がそろわなかったり

したときには支障をきたす保育である。また，あまりに

も愛着形成が深まると，一年後に進級する場合に「人見

知り」や「後追い」が激しくて乳児自身にも余計な負担

になる場合があるので，時には同じクラスの別の保育士

が担当保育士の代わりになるなどの工夫が必要になる。

また，月齢と共に人間関係を広げて序々に「開かれた担

当制」へと移行していく必要もある。このような方法で

の担当制の保育を実践すると，乳児室での怪我が皆無と

なり，乳児も保育士も情緒が安定し，乳児の望ましい発

達を促進し，体調不良などの異変にも素早く気づき早く

対処でき，保護者の絶大なる信頼感を勝ち取ることが出

来るのは事実である。では，このような担当保育士との

人間関係を始めは一対一の濃厚な関係を持ちながらも融

通性のある関係に広げていく「ゆるやかな担当制」をど
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のようにして保育所に取り入れていくかという方法論を

次項で述べる。

６．「ゆるやかな担当制」への導入方法

　まず，新しい取り組みを保育所で始めようとする場合

は，全職員がその趣旨を深く正しく理解することが必要

条件となるのは言うまでも無い。そこで，職員会議等で，

「なぜ，乳児保育を担当制で行うか」を周知徹底する。

これは，年度末に行うことが効果的ではある。私立保育

所などでは，休園日を設けて一年間の保育全般について

合宿研修をするといった試みもある。全保育所もこのよ

うな機会を持つことができると，保育目標や保育内容を

全職員が周知徹底することは容易であろう。しかし現状

は通常保育の中の午睡時などを使って手分けをして職員

会議を行っていく場合が多い。全員が職員会議に参加で

きない場合が多いので，園によっては同じ内容の会議を

数回行ったり，クラスリーダーによって伝達をしたりし

ていくなどの工夫がみられるが，趣旨を正しく理解し実

践していくためには，園長・主任保育士などのたゆまぬ

努力と指導が必要になる。また，新しい取り組みの中で

は往々にしてトラブルや疑問が起こるものではあるが，

これについても職員が一丸となって解決策を模索し，試

行し，効果を検証するなどの共通理解の積み上げが必要

である。担当制を初めて実施した場合の職員間のトラブ

ルで一番多いものは，乳児保育担当者は楽をしているの

ではないかという疑惑が持ち上がることである。従来の

乳児保育において，乳児の出席数が少ない日は，日ごろ

から保育士に負担のかかっているクラスに自主的に乳児

保育の保育士が手伝いに行くというような慣例がある保

育所で，担当制の保育を実施していると，いくら乳児の

出席人数が少なくても乳児の保育室からの手伝いがない

と言うことである。それは担当の乳児が一人でも登園し

ている以上は乳児室から手伝いに出るわけにはいかなく

なるからで，他のクラスの職員から不満が出るケースが

多い。この原因として考えられることは，保育所の運営

に常時ゆとりがなく一人の保育士がかなりの負担を強い

られている現状のなせる業であると言えよう。このよう

な場合，指導者は，なぜ担当制の保育が必要なのかを初

心にもどり冷静に説き，あらためて理解を得ていく努力

を重ねることが必要である。しかし，「ゆるやかな担当制」

を実施している場合は，いつまでも，一対一の関わりの

ままではなく，乳児の月齢がすすみ，「人見知り」を通

過しつつある時期から，少しずつ人間関係を広げていく

ようにするので後半の時期には他クラスの援助も可能と

なる。このとき非常に有効なのが，５歳児に乳児室に遊

びにきてもらうというプログラムを組むことである。な

ぜか乳児は大人よりも自分よりも少し年齢の高い幼児に

はよく親しむ傾向がある。また５歳児にとっても少子化

の中で，兄弟の様に年下の乳児に関わることは貴重な体

験となる。特に女児は喜んで乳児との関わりを求めてく

る場合が多い。この活動により，乳児の対人関係が無理

なく広がっていくのである。

７．「ゆるやかな担当制」の環境その他の配

慮事項

　前項で，担当制の導入について述べたが，導入が決定

した後，即座に環境を整える必要がある。一人一人の乳

児に時間差を付けてケアするためには，食事スペース，

遊びスペース，睡眠スペース，排泄スペースが必要にな

る。各スペースは低い間仕切りで分けられ，大人は座っ

た状態でもすべてを見渡すことができる高さであるが，

乳児の視線では一つずつの区切られた空間であるかのよ

うな間仕切りである。間仕切りは約60㎝程度の高さであ

る。間仕切りを設置するにあたっては，即座に予算を計

上したり工事をしたりということは，難しいので，多く

の保育所では，保育士が牛乳パックの中に新聞紙をしっ

かり詰め込んだ牛乳パックブロックを幾重にも重ね接着

し，表面に温かい落ち着いた色の布を貼り付けた間仕切

りを作る。またこの間仕切りは，乳児の成長と共に撤去

する必要があるのでこの方法は有効である。そして，こ

れは乳児が寄りかかっても動かない安定感があり尚且

つ，乳児が誤ってぶつかっても木製のように硬くないの

で怪我をしないという利点もある。なぜ間仕切りが必要

かというと，乳児一人一人のリズムに合わせて，睡眠を

とる乳児，食事をする乳児などそれぞれが，別の行動を

とるためで，クラスのだれかが食事をしていても別の間

仕切りの中で他の乳児は，遊びを妨げられることがない

ようにするためである。この間仕切りは一人一人を隔離
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するためではなく，遊びのスペースでは何人かが一緒に

いたり，食事も担当の保育士と，別の担当保育士と乳児

が並行して食事したりをすることもあるといった状況を

無理なく実行できるためである。そして，一日のディリー

プログラムは一人一人に合わせた流れであり，乳児保育

の保育状況を俯瞰すると，「流れる保育」が行われてい

ることがわかる。この「流れる保育」のプログラミング

の基になるのが，入園時の保護者との親密な聞き取りで

ある。朝何時に起きて，どの様におむつを換え，ミルク

や離乳食はどの様なものをどれだけ与え，どの様な遊び

を好み，睡眠はいつ，どのくらい，どの様にしているの

かなどである。そしてなるべく家庭生活からかけ離れな

いようなその乳児の自然な生活の延長としての保育所の

乳児保育が展開されるようにすべきであると考えて実施

されている。

８．ま　　と　　め

　乳児保育における担当制について，その根底にある愛

着理論にふれ，保育所での現状の乳児保育を紹介し，ま

だ担当制の乳児保育を実施していない保育所がどの様に

取り入れていくかという方法をも述べた。この方法は，

全職員が正しく理解し，協力しなければ実現出来ないこ

とではあるが，きちんと実施できたときのメリットは，

乳児自身にとってもまたその保護者や保育士や保育所に

とっても，非常に大きく，この方法で乳児期を過ごした

乳児は，次の成長段階で円満に落ち着きのある幼児期を

継続して過ごせるといっても過言ではない。筆者は，10

年間の担当制の乳児保育を実施している保育所の園長の

立場から指導した経験を基に，まだ担当制の乳児保育を

行っていない保育所に対して，担当制の乳児保育を実施

することを切に推奨する次第である。その際，始めから

厳格な担当制を考えるのではなく，「ゆるやかな担当制」

を目標にすることで，導入後の成功率が大きいことを重

ねて提言する。最後に，担当制を導入し実施後，数年間

の試行錯誤の後に成功した担当制の乳児保育実施の年間

のモデル計画を資料１に載せた。
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